
 

 別 紙 

新 旧 対 照 表 

第３ 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の制定等に伴う所得税（譲渡所得関係）の取扱いについて」（法令解釈通達） 

（注）アンダーラインを付した箇所が改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 

第11条の４《被災市街地復興土地区画整理事業による換地

処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の

特例》関係 

第11条の４《被災市街地復興土地区画整理事業による換地

処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の

特例》関係 

（除却される資産の損失に対する補償金） 

11の４－３ ・・・・・、当該資産の損失に対する同法第78条第１項の規定による補償金

を取得するとき」における当該補償金とは、・・・・・。 

・・・・・。

（除却される資産の損失に対する補償金） 

11の４－３ ・・・・・、当該資産の損失に対する同法第78条第１項に規定する補償金を

取得するとき」における当該補償金とは、・・・・・。 

・・・・・。

第11条の６《被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特

例》関係 

第11条の７《被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特

例》関係 

（居住の用に供していた家屋の所有者が死亡している場合の相続人についての特例の適

用） 

11の６－１ 震災特例法第11条の６第２項に規定する居住の用に供することができなく

なった家屋又は同条第５項に規定する旧家屋（以下この項において「居住不能家屋等」

という。）の所有者であった者（以下この項において「被相続人」という。）の相続

人（同条第２項又は第５項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）

が、・・・・・、当該居住不能家屋等を被相続人が震災特例法令第13条の５第２項に

定める日から引き続き所有していたものと、震災特例法第11条の６第２項又は第５項

に規定する「居住の用に供することができなくなった時の直前」において当該居住不

能家屋等の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなした上

で、・・・・・。 

(注) ・・・・・、震災特例法第11条の６第２項及び第５項の適用がないことに留意す 

（居住の用に供していた家屋の所有者が死亡している場合の相続人についての特例の適

用） 

11の７－１ 震災特例法第11条の７第２項に規定する居住の用に供することができなく

なった家屋又は同条第５項に規定する旧家屋（以下この項において「居住不能家屋等」

という。）の所有者であった者（以下この項において「被相続人」という。）の相続

人（同条第２項又は第５項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。）

が、・・・・・、当該居住不能家屋等を被相続人が震災特例法令第13条の６第２項に

定める日から引き続き所有していたものと、震災特例法第11条の７第２項又は第５項

に規定する「居住の用に供することができなくなった時の直前」において当該居住不

能家屋等の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなした上

で、・・・・・。 

(注) ・・・・・、震災特例法第11条の７第２項及び第５項の適用がないことに留意す 
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改     正     後 改     正     前 

る。 

 

る。 

（居住用財産の所有期間の判定） 

11の６－２ 震災特例法第11条の６第５項の規定により、・・・・・、第41条の５又は第

41条の５の２の規定を適用する場合の震災特例法第11条の６第５項に規定する旧家屋

及び当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の所有期間の判定については、次によ

る。 

⑴ ・・・・・、震災特例法第11条の６第５項に規定する相続人が同項の被相続人が取

得をした日（当該旧家屋が当該被相続人に係る震災特例法令第13条の５第２項各号に

掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日）に取得をしたとみ

なして、・・・・・。 

⑵ ・・・・・。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（居住用財産の所有期間の判定） 

11の７－２ 震災特例法第11条の７第５項の規定により、・・・・・、第41条の５又は第

41条の５の２の規定を適用する場合の震災特例法第11条の７第５項に規定する旧家屋

及び当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等の所有期間の判定については、次によ

る。 

⑴ ・・・・・、震災特例法第11条の７第５項に規定する相続人が同項の被相続人が取

得をした日（当該旧家屋が当該被相続人に係る震災特例法令第13条の６第２項各号に

掲げる家屋に該当するものである場合には、当該各号に定める日）に取得をしたとみ

なして、・・・・・。 

⑵ ・・・・・。 
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